
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
条

例

〇
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
財　

政　

課
）　

　

一

〇
地
域
活
性
化
・
生
活
対
策
臨
時
基
金
条
例 

（
企
画
総
務
課
）　

　

三

〇
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例 

（
生
活
・
文
化
課
）　

　

四

〇
妊
婦
健
康
診
査
臨
時
特
例
基
金
条
例 

（
子
ど
も
家
庭
課
）　

　

四

〇
子
育
て
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例 

（
子
育
て
支
援
室
）　

　

五

〇
障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

五

〇
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例 

（
産
業
人
材
・
雇
用
対
策
課
）　

　

六

〇
ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特
別
基
金
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

六

 
条

例

　

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
二
号

　
　
　

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条　

手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
二
百
三
十
の
項
１
ロ
中�
を
削
り
、�
を�
と
し
、�
か
ら�
ま
で
を�
か
ら�
ま
で
と
し
、

�
を
削
り
、�
を�
と
し
、�
か
ら�
 
　

ま
で
を�
か
ら�
 
　

ま
で
と
し
、
同
項
１
ハ�
中
「�
 
　

」
を
「�
 
　

」
に
改
め
、
同

127

125

120

118

項
１
ハ�
中「
ロ�
 
　

及
び�
 
　

」を「
ロ�
 
　

及
び�
 
　

」に
改
め
、同
項
１
ハ�
中「
ロ�
 
　

か
ら�
 
　

」を「
ロ�
 
　

か
ら�
 
　

」に
改
め
る
。

121

122

119

120

123

127

121

125

第
二
条　

手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
五
十
七
の
項
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
項
並
び
に
第
十
六
条
の
二
第
一
項
及

び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
八
の
項
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
九
の

項
中
「
第
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

及
び
第
四
項
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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五
十
九
の
二　

教
育
職
員
免
許
法
第
五
条
の
二

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
支
援
学
校
の

教
員
の
普
通
免
許
状
の
新
教
育
領
域
の
追
加

の
定
め
を
申
請
す
る
者

五
十
九
の
三　

教
育
職
員
免
許
法
第
五
条
の
二

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
支
援
学
校
の

教
員
の
臨
時
免
許
状
の
新
教
育
領
域
の
追
加

の
定
め
を
申
請
す
る
者

五
十
九
の
四　

教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
普
通
免
許
状
又
は

特
別
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
す

る
者

五
十
九
の
五　

教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
の
二

第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
普
通
免
許
状
又
は

特
別
免
許
状
の
有
効
期
間
の
延
長
を
申
請
す

る
者

申
請
す
る
と
き

申
請
す
る
と
き

申
請
す
る
と
き

申
請
す
る
と
き

三
千
三
百
円

千
七
百
円

三
千
三
百
円

二
千
円

　

第
二
条
第
一
項
の
表
六
十
の
項
中
「
書
換
え
」
を
「
書
換
」
に
、「

八
百
七
十
円

」

を
「

九
百
円

」
に
改
め
、
同
表
六
十
二
の
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「

六
十
二
の
二　

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公

務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
九
年
法
律
第
九
十
八
号
。
以
下
「
教
育

職
員
免
許
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）
附
則

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
更
新
講
習

修
了
確
認
を
申
請
す
る
者

六
十
二
の
三　

教
育
職
員
免
許
法
等
改
正
法
附

則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く

確
認
を
申
請
す
る
者

六
十
二
の
四　

教
育
職
員
免
許
法
等
改
正
法
附

則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
修
了
確

認
期
限
の
延
期
を
申
請
す
る
者

六
十
二
の
五　

教
育
職
員
免
許
法
等
改
正
法
附

則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
免
許
状

更
新
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
こ
と
の
認

定
を
申
請
す
る
者

申
請
す
る
と
き

申
請
す
る
と
き

申
請
す
る
と
き

申
請
す
る
と
き

三
千
三
百
円

三
千
三
百
円

二
千
円

三
千
三
百
円



に
、「
九
千
五
百
円
」
を
「
八
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
中
「
九
千
四
百
円
」
を
「
八
千
四
百
円
」
に
、「
八
千

九
百
円
」
を
「
七
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項
３
中
「
一
万
円
」
を
「
九
千
円
」
に
、「
九
千
五
百
円
」
を
「
八
千

五
百
円
」
に
改
め
、
同
項
４
中
「
一
万
円
」
を
「
九
千
円
」
に
、「
九
千
五
百
円
」
を
「
八
千
五
百
円
」
に
改
め
、

同
項
５
中
「
九
千
四
百
円
」
を
「
八
千
四
百
円
」
に
、「
八
千
九
百
円
」
を
「
七
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
百
三

十
四
の
項
１
中
「
八
千
五
百
円
」
を
「
七
千
六
百
円
」
に
、「
八
千
円
」
を
「
七
千
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
中
「
六

千
七
百
円
」
を
「
六
千
円
」
に
、「
六
千
二
百
円
」
を
「
五
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表
二
百
二
十
一
の
項
中
「
二

万
三
千
円
」
を
「
二
万
七
百
円
」
に
、「
二
万
二
千
五
百
円
」
を
「
二
万
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
二
百
三
十
の
項

１
イ
中
「
一
万
五
千
七
百
円
」
を
「
一
万
六
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ�
か
ら�
 
　

ま
で
の
規
定
中
「
一
万
五

118

千
七
百
円
」
を
「
一
万
六
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ�
 
　

及
び�
 
　

中
「
一
万
三
千
円
」
を
「
一
万
三
千
七
百
円
」

119

120

に
改
め
、
同
項
１
ロ�
 
　

か
ら�
 
　

ま
で
の
規
定
中
「
一
万
千
五
百
円
」
を
「
一
万
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ハ�

121

125

中
「
一
万
五
百
円
」
を
「
一
万
千
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ハ�
中
「
八
千
七
百
円
」
を
「
九
千
百
円
」
に
改
め
、
同

項
１
ハ�
中
「
七
千
七
百
円
」
を
「
八
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
二
百
七
十
四
の
項
中
「
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第

二
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
二
百
七
十
五
の
項
中
「
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
三

項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
三
項
」
に
、「
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
二
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
三
十
五

第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
二
百
八
十
五
の
項
１
中
「
四
千
円
」
を
「
三
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
中
「
五
千
三

百
円
」
を
「
五
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
二
百
八
十
六
の
項
中
「
狩
猟
免
許
」
を
「
狩
猟
免
状
」
に
、

　

　

第
二
条
第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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「

千
百
円

」
を
「

千
円

」
に
改
め
、
同

表
二
百
八
十
七
の
項
中
「

二
千
九
百
円

」
を

「

二
千
八
百
円

」
に
改
め
、
同
表
二
百
八
十
八
の
項
中

「

千
九
百
円

」
を
「

千
八
百
円

」
に
改
め
る
。

二
百
九
十
一　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十

七
号
。
以
下「
長
期
優
良
住
宅
普
及
促
進
法
」

と
い
う
。）第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
に
基
づ
く
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計

画
の
認
定
を
申
請
す
る
者

二
百
九
十
二　

長
期
優
良
住
宅
普
及
促
進
法
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
優
良
住

宅
建
築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
を
申
請
す
る

者

申
請
す
る
と
き

申
請
す
る
と
き

次
に
掲
げ
る
住
宅
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
長
期
優
良
住

宅
普
及
促
進
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
が

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
の
審
査
（
以
下
「
建
築
基
準
適

合
審
査
」
と
い
う
。）
を
受
け
る
よ
う

申
し
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
建
築
基

準
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例

第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
及
び
第
十
七

条
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た

額
（
以
下
「
建
築
確
認
等
手
数
料
」
と

い
う
。）
を
加
え
た
額
）

１　

一
戸
建
て
の
住
宅
（
住
宅
の
用
途

以
外
の
用
途
に
供
す
る
部
分
を
有
し

な
い
も
の
に
限
る
。以
下
同
じ
。）　

四
万
五
千
円

２　

共
同
住
宅
等
（
共
同
住
宅
、
長
屋

そ
の
他
一
戸
建
て
の
住
宅
以
外
の
住

宅
を
い
う
。以
下
同
じ
。）　

次
に
掲

げ
る
当
該
共
同
住
宅
等
の
建
築
に
係

る
部
分
の
床
面
積
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ　

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の　

十
万
六
千
円

ロ　

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の　

十

七
万
円

ハ　

千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

　

三
十
三
万
五
千
円

ニ　

二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の　

六
十
万
千
円

ホ　

五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一

万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の　

百
三
万
円

ヘ　

一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二

万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の　

百
九
十
一
万
円

ト　

二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三

万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の　

二
百
七
十
三
万
円

チ　

三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

も
の　

三
百
三
十
四
万
円

１　

長
期
優
良
住
宅
普
及
促
進
法
第
五

条
第
四
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
の
み
の
変
更
の
場
合

　

次
に
掲
げ
る
住
宅
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

　

第
二
条
第
一
項
の
表
九
十
の
項
中

「

一
万
二
千
円

」
を

「

一
万
七
千
円

」
に
改
め
、
同
表
百
三
十
三
の
項
１
中
「
一
万
円
」
を
「
九
千
円
」



 

　

第
三
条
第
一
項
の
表
十
の
項
中
「
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
二
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
二
項
」
に
、

「
第
百
十
五
条
の
三
十
第
一
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
三
十
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
十
一
の
項
中
「
第
百
十
五

条
の
二
十
九
第
三
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
三
項
」
に
、「
第
百
十
五
条
の
三
十
六
第
一
項
」
を
「
第
百

十
五
条
の
四
十
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一　

第
一
条
の
規
定　

公
布
の
日

二　

第
二
条
中
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
の
表
二
百
八
十
五
の
項
か
ら
二
百
八
十
八
の
項
ま
で
の
改
正
規
定　

平

成
二
十
一
年
四
月
十
六
日

三　

第
二
条
中
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
の
表
二
百
七
十
四
の
項
及
び
二
百
七
十
五
の
項
並
び
に
第
三
条
第
一
項

の
表
十
の
項
及
び
十
一
の
項
の
改
正
規
定　

平
成
二
十
一
年
五
月
一
日

四　

第
二
条
中
手
数
料
条
例
第
二
条
第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
施
行
の
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

地
域
活
性
化
・
生
活
対
策
臨
時
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
三
号

　
　
　

地
域
活
性
化
・
生
活
対
策
臨
時
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

地
域
活
性
化
等
に
資
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
活
性
化
・
生
活
対
策
臨
時
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

　

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
予
算
で
定
め
る
額
の
範
囲
内
の
額
と
す
る
。

　

（
管
理
）

第
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
確
実
な
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
の
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

（3）　 平成21年３月18日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第６号　　 

イ　

一
戸
建
て
の
住
宅　

六
千
円

ロ　

共
同
住
宅
等　

次
に
掲
げ
る
当

該
共
同
住
宅
等
の
床
面
積
（
住
宅

の
用
途
以
外
の
用
途
に
供
す
る
部

分
の
床
面
積
を
含
む
。）の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

�
　

千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の　

一
万
二
千
円

�
　

千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二

千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

　

二
万
千
円

�
　

二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の　

三
万
千
円

�
　

五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の　

五
万
七
千
円

�
　

一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の　

九
万
九
千
円

�
　

二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の　

十
六
万
三
千
円

�
　

四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

六
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の　

二
十
万
円

�
　

六
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
も
の　

二
十
一
万
三
千
円

２　

そ
の
他
の
場
合　

次
に
掲
げ
る
住

宅
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額
（
建
築
基
準
適
合
審
査
を

受
け
る
よ
う
申
し
出
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
建
築
確
認
等
手
数
料
を
加
え

た
額
）

イ　

一
戸
建
て
の
住
宅　

四
万
五
千

円
ロ　

共
同
住
宅
等　

次
に
掲
げ
る
長

期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更

に
係
る
部
分
の
床
面
積
（
住
宅
の

用
途
以
外
の
用
途
に
供
す
る
部
分

の
床
面
積
を
含
む
。）の
二
分
の
一

（
床
面
積
の
増
加
す
る
部
分
に

あ
っ
て
は
、
当
該
増
加
す
る
部
分

の
床
面
積
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

�
　

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の　

十
万
六
千
円

�
　

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

　

十
七
万
円

�
　

千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二

千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の　

三
十
三
万
五
千
円

�
　

二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の　

六
十
万
千
円

�
　

五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の　

百
三
万
円

�
　

一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

　

の　

百
九
十
一
万
円

�
　

二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の　

二
百
七
十
三
万
円

�
　

三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
も
の　

三
百
三
十
四
万
円



し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
運
用
収
益
の
処
理
）

第
四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す

る
。

　

（
処
分
）

第
五
条　

基
金
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
基
金
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充

て
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
繰
替
運
用
）

第
六
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、

基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
こ
の
条
例
の
失
効
）

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
号

　
　
　

消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

消
費
生
活
に
係
る
相
談
の
窓
口
の
機
能
強
化
等
を
図
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を

設
置
す
る
。

　

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
予
算
で
定
め
る
額
の
範
囲
内
の
額
と
す
る
。

　

（
管
理
）

第
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
確
実
な
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
の
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
運
用
収
益
の
処
理
）

第
四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す

る
。

　

（
処
分
）

第
五
条　

基
金
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
基
金
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充

て
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
繰
替
運
用
）

第
六
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、

基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
こ
の
条
例
の
失
効
）

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

妊
婦
健
康
診
査
臨
時
特
例
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
号

　
　
　

妊
婦
健
康
診
査
臨
時
特
例
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

妊
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
（
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健

康
診
査
を
い
う
。）
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
妊
婦
健
康
診
査
臨
時
特
例
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

　

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
予
算
で
定
め
る
額
の
範
囲
内
の
額
と
す
る
。

　

（
管
理
）

第
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
確
実
な
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
の
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
運
用
収
益
の
処
理
）

第
四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す

る
。

　

（
処
分
）

第
五
条　

基
金
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
基
金
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充

て
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
繰
替
運
用
）

第
六
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、

基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
こ
の
条
例
の
失
効
）

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

子
育
て
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
号

　
　
　

子
育
て
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

保
育
所
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
そ
の
他
子
育
て
を
支
援
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
子
育
て
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
（
以
下
「
基
金
」

と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

　

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
予
算
で
定
め
る
額
の
範
囲
内
の
額
と
す
る
。

　

（
管
理
）

第
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
確
実
な
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
の
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
運
用
収
益
の
処
理
）

第
四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す

る
。

　

（
処
分
）

第
五
条　

基
金
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
基
金
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充

て
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
繰
替
運
用
）

第
六
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、

基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
こ
の
条
例
の
失
効
）

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
号

　
　
　

障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
条
中
「
運
用
」
の
下
に
「
及
び
福
祉
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
人
材
の
確
保
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
中
「
実
施
す
る
緊
急
的
な
事
業
」
を
「
必
要
な
事
業
の
実
施
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
号

　
　
　

緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

現
下
の
厳
し
い
雇
用
の
情
勢
を
踏
ま
え
、
一
時
的
な
雇
用
及
び
就
業
の
機
会
を
創
出
す
る
た
め
、
地
方
自
治

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時

特
例
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

　

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
予
算
で
定
め
る
額
の
範
囲
内
の
額
と
す
る
。

　

（
管
理
）

第
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
確
実
な
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
の
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
運
用
収
益
の
処
理
）

第
四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す

る
。

　

（
処
分
）

第
五
条　

基
金
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
基
金
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充

て
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
繰
替
運
用
）

第
六
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、

基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
こ
の
条
例
の
失
効
）

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特
別
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
九
号

　
　
　

ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特
別
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第
一
条　

現
下
の
厳
し
い
雇
用
の
情
勢
を
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
雇
用
の
機
会
の
創
出
を
図
る
た
め
、
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ふ
る
さ
と
雇
用
再

生
特
別
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

　

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
予
算
で
定
め
る
額
の
範
囲
内
の
額
と
す
る
。

　

（
管
理
）

第
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
確
実
な
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
の
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
運
用
収
益
の
処
理
）

第
四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す

る
。

　

（
処
分
）

第
五
条　

基
金
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
基
金
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充

て
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
繰
替
運
用
）

第
六
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、

基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
こ
の
条
例
の
失
効
）

２　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
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